
平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

三

七

号

内
閣
衆
質
一
七
七
第
二
三
七
号

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
消
費
税
増
税
に
対
す
る
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
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一
に
つ
い
て

現
在
、
政
府
・
与
党
社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
の
下
に
設
置
し
た
成
案
決
定
会
合
等
に
お
い
て
、
社
会
保
障
改
革
に
関
す

る
集
中
検
討
会
議
が
本
年
六
月
二
日
に
取
り
ま
と
め
た
社
会
保
障
改
革
案
を
基
に
、
社
会
保
障
の
安
定
・
強
化
の
た
め
の
制

度
改
革
、
そ
の
必
要
財
源
の
安
定
的
確
保
と
財
政
健
全
化
を
同
時
に
達
成
す
る
た
め
の
消
費
税
を
含
む
税
制
抜
本
改
革
に
つ

い
て
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

社
会
保
障
改
革
に
関
す
る
集
中
検
討
会
議
の
議
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
公
表
し
て
い
る
議
事
要
旨
の
と
お
り
で
あ
る
が
、

同
会
議
は
、
経
済
団
体
等
の
関
係
団
体
、
新
聞
社
、
有
識
者
及
び
関
係
府
省
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
社
会
保

障
改
革
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
後
の
復
興
と
の
関
係
も
含
め
、
委
員
で
あ
る
関
係
閣
僚
、
与
党
幹
部
及
び
有

識
者
に
よ
り
精
力
的
に
議
論
を
重
ね
、
各
委
員
の
意
見
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
内
容
、
与
党
の
社
会
保
障
改
革
に
関
す
る
報
告
等

を
総
合
的
に
勘
案
し
、
本
年
六
月
二
日
の
第
十
回
会
議
に
お
い
て
社
会
保
障
改
革
案
を
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



な
お
、
社
会
保
障
改
革
案
に
は
、
個
別
分
野
に
お
け
る
主
な
改
革
項
目
と
し
て
「
震
災
復
興
に
お
け
る
新
た
な
安
心
地
域

モ
デ
ル
の
提
示
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
発
言
は
、
徹
底
し
た
無
駄
遣
い
の
排
除
に
向
け
て
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
六
月
七
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
二
一
三
号
）
二
、
三
及
び
八
に
つ
い
て

で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
行
政
刷
新
会
議
に
お
け
る
事
業
仕
分
け
等
を
通
じ
、
こ
れ
ま
で
国
民
に
見
え
な
か
っ
た
予
算
編
成

の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
等
の
事
業
内
容
を
見
直
す
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
行
政
の
透
明
性
を
高

め
、
無
駄
を
削
減
す
る
と
い
っ
た
成
果
を
上
げ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
徹
底
し
た
無
駄
遣
い
の
排
除
に
向
け

て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

二


